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午前8時 00分  開会

○原 田委員長 それでは、時間がまい りま したので始めさせていただきます。

本 日はお忙 しい ところお集ま りいただきまして、あ りが とうございます。

ただいまか ら 「第28回 原子力損害賠償支援機構運営委員会」を開催いた します。

本 日の委員会では、新総特の東京電力の具体的な取 り組み内容であ ります各論について

詳細に御報告いただ くため、東京電力 より村松常務にお越 しいただきま した。あ りがとう

ございます。 よろしくお願い します。

それでは、お手元の議事次第に基づきまして進行 させていただきます。

本 日の議題は、新総特の骨子案及び本文がございますが、まず両方の議題につきまして

御説明いただいた上で、まとめて質疑応答の時間をとらせていただきたい と思います。

まずは らヽ新総特の骨子案につきま して、御説明をお願いいた します。

おはようございます。事務局の■■ でございます。

私か ら資料 3-2に 基づきま して、御説明申し上げます。

3ページ、冒頭の部分で金融機関、株主の役割でございますけれ ども、ここを一般担保

枠のスキームの利用の自粛 とい う形で現在、交渉を進めているところでございますけれ ど

も、それに合せて記述 させていただいてお ります。

その下の③でございますが、国の支援措置 とガバナンスのあ り方 とい うところでござい

ます。国の支援のもとで東京電力のガバナンス構造をどのよ うにすべきか とい う御指摘が

あ り、それに対応いた しま して、その基本的な考え方をこちらに記述 させていただいてご

ざいます。概要 といた しま しては、一番最初の黒ポツか ら始めさせていただきますが、新

たな環境のもとで東京電力が存続する。その中で自己責任を果た していく。そのために機

構は機構の出資、交付国債、予算 といった形で支援 をしてお りますけれ ども、それについ

て見合った形で効果的かつ多様なガバナンス構造が必要。その中で 「第一に」 とい うとこ

ろでございますけれ ども、政府や社外 と協議をしま して、国民の立場から責任 と競争がバ

ランスよく両立 して事業展開がなされていくとい うこと。それを点検いた しま して評価結

果を公表す る。 この結果を踏まえまして、この計画に定めた道行きに沿つて、政府による

ガバナンスか ら市場によるガバナンスヘ と段階的に移行 していく、 とい う内容でございま

す。

評価の結果、対応が著 しく不十分 と認められる場合には、必要な措置を講 じてい くとい

うところも明記 してい く。 「第二に」 とい うところでございますけれ ども、市場ガバナン

スとい うものが機能 していく環境を早期に整えるべ く、金融機関による融資条件の見直 し

緩和、公募債の発行再開を早期に行 う対応をしてい く。
「第二に」とい うところですけれ ども、社外による経営ガバナンス と並行いた しまして、

外部人材であ ります とか、女性 とか若手の登用を図つていくとい うダイバーシティを拡充

してい くとい うところでございます。

4ページ、事故対応体制の構築 とい うところでございま して、現在、原子力の廃炉体制

等につきま して技術的な指摘をいただきま したので、そちらを反映 させていただいてござ

います。

②責任 と競争を両立するためのホールデ ィング制 とい うところでございますが、ホール



ディングカンパニー制の意義 とい うのは一体何なのか。はたまたホールディングカンパニ

ー制導入後のグループ全体の方向性をどのように持つていくのか とい う御指摘がございま

した。 こちらを反映 させていただきま して、内容 といた しましてはグループ全体で自己責

任の貫徹を堅持 していく一方で、規制 と競争のそれぞれの分野がございますけれ ども、そ

れぞれの事業特性に合わせまして最適なアライアンス戦略、資金調達などを選択 して、グ

ループ全体の企業価値の最大化を図る。 このために2016年 度に 3カ ンパニー +コ ーポ レー

トからなるホールデ ィング制に移行 してい くとい うところでございます。

2016年度は国のシステム改革の施行のタイ ミングでございますので、そのタイ ミングで

遅れずやつていくとい う考え方でございます。

続きまして、 1枚おめくりいただきま して 5ページロにお進み ください。 3)で 政府、

機構によるガバナンスの道行きとい うところでございます。先ほども少 しガバナンスの基

本的考え方について触れ させていただきま したが、それに加 えま して具体的なプロセスを

記述 しているのが 3)で ございます。一時的公的管理が早期終結 していくためには、基準

をきちん と持つて、 しかもその基準をそれほど悠長に待つことなく早期に作るべきではな

いかとい う御指摘がございま して、そちらに対応 したものでございます。

①経営評価の項 目の ところでございますが、 2番 目の黒ポツの ところにございます とお

り、新総合特別事業計画、特に新生東電の道筋のところに後ほど書かれているところでご

ざいますが、それに沿つて機構が社外、政府 と協議 して、評価のための項 目を2013年 度中

に定めるとい うところでございます。

②の一時的公的管理の早期終結 とい うところでございますが、なお書きとい うところで、

基準が満たされない場合には一時的公的管理の期限を延長す る。それに従いま して再度評

価 を十分行っていくとい う表現でございます。

さらに特別負担金の支払いが続いている間は、機構法に則って必要な措置、命令を行 う

ことができる。 これは機構法に基づきま して東電の措置をきちん と大臣としても見ていく

とい う規定がございますけれ ども、そちらを改めて明記 させていただいた ところでござい

ます。

5ページロの下のほ うの 4)新生東電が 目指す方向とい うところでございますが、こち

らでグループ全体で どのような経営を行つていくべきか、その方向性を示す。更には、具

体的な絵姿を記述 しているとい うのがこちらでございます。

以下、順次御説明申し上げます と、まず①に原子力損害の賠償 とい うところでございま

すけれ ども、こちらにつきま しては最新の賠償見通 し額などを記載するとともに、 6ペー

ジロに書いてございますが、 2つ の原則について書かれてございます。最後の 1人まで賠

償を貫徹 とい うのが 1つ。 2番 目に、国に対 して交付国債枠の増額を要請 していくところ

でございます。

②でございますけれ ども、福島復興に向けた取 り組みでございま して、この中でも4,000

人規模の復興本社、全社をあげての10万人派遣プロジェク ト、こういつた体制 とともに、

500人 規模で本店のベテラン管理職の福島専任化を図るとい うようなことも記載 してござ

います。                          ・

2番 目の黒ポツのところでございますけれ ども、早期帰還を最優先する国の方針に沿つ

て生活環境整備、農業、漁業、商工業の再開支援 といったことでございます。



3番 目の黒ポツは復興推進のための産業基盤整備、雇用機会の創出のところでございま

すけれ ども、先端廃炉技術のグローバル拠点、最新鋭の高効率石炭火力の建設などを記載

してございます。

③事故炉の安定収東、廃炉 と原子力安全 とい うところでございますが、こちらでも汚染

水問題への対応を反省するとともに、抜本対策を講 じていくとい うことでございます し、

それに加えまして Iの 汚染水安定化対策の 1兆 の支出枠、ⅡのALPSの 増強、2014年度中の

全汚染水の浄化、Ⅲの福島第一原子力発電所の 5、 6号機の廃炉、それを研究開発に転用

していくという話でございます。

体制の話は 2番 目の黒ポツでございまして、福島第一原子力発電所を廃炉カンパニー化

していくということ。オールジャパンでの専門家の総力をあげた取 り組みを可能 とする内

外の人材の最適配置を行 う。 さらに 3番 目の黒ポツは原子力安全、発電のほうでございま

すけれ ども、こちらで事故原因を天災とした旧経営陣の事故調査報告を転換 したというこ

と。 さらには事故の反省 と国際的な評価も踏まえた原子力安全改革を実行 していくとい う

ところでございます。

④経営の合理化でございます。 こちらでは総特での日標を最初の黒ポツで記載 している

のとともに、その後の取 り組みとして新経営陣のもと、外部の専門家、社内横断チームに

よる調達改革もしくは設備 リスクの精緻化、内外に踏み込んだ徹底的な合理化を実施中で

あることを記載 してございます。

この結果、コス ト削減の上積み額 として1.4兆 円の上積み。4.8兆 円とい うのは前回の3.4

兆円との合計でございますけれ ども、4.8兆 円を目標 とした全社をあげた対応を行っていく

とい うことでございます。

さらに 3番 目の黒ポツにありますように、社内カンパニー制、管理会計の導入、国際競

争にあるメーカーを例にとった徹底的なコス ト意識の浸透 とい うことが書かれてございま

す。

人事でございますが、こちらは総特で日標 とした人件費を上回る年収カットを行 うとと

もに、要員の計画につきましては人員削減計画を 7年前倒 しで行っていくとい うこと。 さ

らにこうした中で責任 と競争の両立のため、Iの 50歳 以上の職員についての1,000人規模で
の希望退職の実施。Ⅱの震災時50歳 以上のベテラン管理職、500名 規模だと思いますが、そ

れの役職定年の導入をしていくところでございます。それも福島に貼 り付けていくところ

でございます。

7ページ、Ⅲでござぃますけれ ども、他方で福島の事故対応に従事されている職員の方々

につきましては、年収を 7%カ ット水準まで見直 していくとい うことでございます し、1.4

兆円のコス ト削減のインセンティブのような形ですけれ ども、それの深掘 りを実現するた

めに深掘 りの額の一部を処遇に反映する制度を導入 していくとい うことでございます。

⑤ホールディングカンパニー制のもとでの事業運営の方向というところでございますが、
グループ全体のところはカンパニー制を導入 した後でもグループ全体としての方向性を示

したものでございまして、順次御説明申し上げます と、最初の黒ポツのところは震災以降
の省エネ意識の定着、システム改革後の競争環境下における離脱需要の増加。 こういった

ところで電力需要 とい うのが右肩上が りを期待するのはよくない。そ ういつた問題意識の

もとで企業改革を推進 していくという問題意識が 1番 目。



2番 目の ところが独 占的な顧客基盤。 自社の資産 といったものを囲い込む とい う形では

なくて、他社 とのアライアンスとか別ブラン ドの活用に挑戦 していくとい う方向性 を示 し

ているものでございます。最終 日標はあくまで企業価値の向上 とい うところでございます。

最後の黒ポツですが、送配電部門でございますけれ ども、こちらは引き続きシステム改

革後も総括原価方式 とい うものが残る分野でございますので、そちらで安定供給、電力供

給が確実に行われているところでございますが、そ うい う公益的な責任 を持続的に果た し

ていくことを明記 してございます。

各カンパニーでございますが、フュエル &パ ワー・カンパニーにつきま しては、こちら

は数字等も含めま して具体例を入れてございます。考え方 といた しま しては リプ レイスで

あ ります とか燃料調達に際 して、アライアンスパー トナー と包括的に事業提携 を行つてい

くとい うこと。あと、自社で囲い込むのではなくて、既存の資産を移転 して他の小売事業

者にもオープンかつフェアに供給 していくとい うところでございます。 I～Ⅳが具体策で

ございます。

3の パワーグリッ ド・カンパニーでございますけれ ども、こちらは先ほども申し上げま

したとお り、引き続 き総括原価が残る分野でございまして、コス トカ ッ トを徹底 してやっ

ていく。そのために調達改革であ ります とか、国際的な視点に立ったコス ト削減を実現 し

ていくとい うところでございます。 1～ 3の 具体策がその下に記載 されてございます。

4)の カスタマーサー ビス・カンパニーでございますけれ ども、こちらも販売電力量の

減少を恐れないとい うこと。また、独 占的利益の囲い込み とい う体制から脱却 していくと

い うことでございま して、業種、地域にかかわらず電力、ガスを供給する競争的事業展開

を進めて、オープンな市場での競争を主導 していくとい うところでございます。具体策に

つきま しては 1～ 4の とお りでございます。

最後の 8ペ ージロでございますけれ ども、廃炉についての社内カンパニーの ところでご

ざいますが、こちらのほ うは先ほどと基本的に同様の内容が書かれてございま して、汚染

水問題 を反省 して、ハー ド、ソフ トの面での対策を講 じてい く。 さらに 1～ 3の よ うな措

置を講 じてい くとい うことと、 2番 目の黒ポツとして廃炉カンパニー化であ ります とか、

オールジャパンの総力をあげた取 り組み とい うような社内外の人材の配置を記載 してござ

います。

加えまして、 1枚おめくりくだ さい。新生東電への道筋 とい うことでございまして、こ

ちらはそれぞれの今、御説明申し上げた項 目につきまして2014年 度から2016年 度まで、こ

ちらのアクションプランとい うのを具体的に何を講 じていくのかを項 目ごとに整理 したも

のでございます。 こちらのそれぞれの項 目に従いまして、2016年 度に、 目標の達成状況を

踏まえて一時的公的管理 とい うものが終了 とい うのがよいのかよくないのか判断 してい く

とい う項 目が並べ られているところでございます。 私か らは以上でございます。

○原田委員長 あ りが とうございま した。

それでは、続きま して村松常務から新総特の各論につきまして御説明いただきたいと思

います。

○村松常務 おはようございます。それでは、お手元の資料のA3版、資料 3-1を ごらん

いただきたい と思います。ただいまの      の御説明とも若干重複 してお りますが、

少 し具体的 に御説 明 を させ ていただきます。



A3版左側の真ん中に新総合特別事業計画 とい うところが、福島復興のための一括合意を

中核 とする東電新生プランとい うものがございます。その下のところに国、金融機関、株

主の横に東京電力 と書いてございます。基本的な考え方 といた しま しては、責任 と競争を

両立させ るとい うことでございます。具体的にはブルーの中にございます とお り、まず賠

償でございますが、例え賠償金額が 5兆 円とい う現在の交付国債の枠取 りを超えた場合で

も、最後の 1人 まで責任を持って対応す る、や り抜 くとい うのがまず第一でございます。

また、廃炉につきま しては国の技術的、人的御支援、資金的な御支援 もいただきなが ら、

事故当事者 としてこれまでの 1兆 円の引き当てに加 え、 1兆 円のさらなる支出枠を優先的

にコミッ トするとい うことで、事故当事者 としての責任を全 うするとい うことでございま

す。

その下の ところは合理化 と経営改革でございます。合理化 と経営改革並びにその成果に

つきま しては、国民負担の抑制、需要家負担の抑制に対 しま して、これを充当す ることを

基本に してございます。

右側でございます。各論編でございますが、大変恐縮ですけれ ども、資料 3-4が 本文

になってございます。 これ とあわせてごらんいただきたい と思います。

まず第 1が 要賠償額の見通 しでございます。資料 3-4で ございますが、こちらの22ペ

ージをごらんいただきたい と思います。 これを見ていただきます と、この折れ線 グラフの

右から 2番 目の ところ、これまで 3兆 9,000億 の要賠償額 とい うことで見積 もらせていただ

きまして、これは機構 にお願い しているところでございます。今回、この後の新 しい指針

を踏まえま して、現時点で 4兆 6,000億 、追加 7,000億 とい うことで考えているところでご

ざいます。 したがいま して、まだ 5兆 円の枠取 りの中にはございますが、かな り近づいて

いる状況でございます。

23ペ ージ、この金額のイメージでございますが、上のほ うの表を見ていただきます と、

一番下の帰還困難区域 とい う被害者の方々。 これを見ていただきます と、一番右側が 4人
世帯の平均的にお支払いで合意 している金額でございま して、財物の賠償を除きま して

4,386万 円でございます。また、財物はその下にございます。家財が帰還困難区域でござい

ますが、平均いた しま して586万。宅地建物につきま してはその右側、3,833万 円とい うこ

とでございま して、おおむね現時点で 4人世帯で帰還困難の被害者の方に対 しま して9,000

万円とい う水準でございます。

A3版 の資料にまた戻つていただきたいと思います。賠償の迅速、適切な実施のための 3

つの誓い とい うことで、この下にございます とお り、① といた しま して最後のお一人まで

賠償を貫徹する。また、迅速かつきめ細かな賠償を徹底す る。和解仲介案につきま してこ

れを尊重す るとい う3つ の基本方針に基づきまして、最後の 1人 に至るまで続けてまい り

たいと考えてございます。

3点 目でございますが、福島復興に向けま した取 り組みの進化でございます。① といた

しまして早期帰還に向けま した生活環境整備 とい うことで、これは汗かきとい うことでご

ざいます。現在、全社員並びにグループ社員 も含めま して、福島にボランティア とい うこ

とで自主的に年間10万人を目標 といた します派遣プロジェク トを実施 しているところでご

ざいま して、初年度でございます今年度につきま してはおおむね 5万人 とい う規模。毎 日

約200名 が常時全社か ら福島に行って汗かき仕事に行つているとい うことでございます。



また、産業基盤、雇用の創出といた しま しては、先般、発表 させていただきま した最新

鋭石炭火力を 2カ 所に建設す るといつたことでございます。また、福島復興本社の強化 と

いた しま しては、現在の 」ヴィレッジ、これか ら除染の進捗に伴いま してもう少 し内側に

入 るとい うことで、より帰還住民の皆様に寄 り添 う対応 をしたい とい うことで考えてお り

ます。

4つ 日、事故炉の安定収束、廃炉 と原子力安全 とい うことでございます。 こちらにつき

ま しては先 ほ ど らヽお話がございましたが、まず第 1に 足元の課題 といたし

ま して、汚染水タンク問題につきまして最大限の努力をするとともに、国の要請に対応い

た しまして、この後、コス トダウンの努力の成果 とい うことで最優先に 1兆円の枠取 りを

福島安定化、廃炉のために行 うとい うことでございます。

また、福島第一の安定化、廃炉に専業化するとい う観点か ら、福島第-5、 6号機につ

きま して月内に廃炉を決断いた しまして、その上で来年 4月 から廃炉カンパニー とい うこ

とで社内カンパニー化 したい と考えてお ります。

次に、国際的な廃炉体制の構築 とい うことでございまして、これは機構 さん、政府 と協

調 しなが ら進めてまい りたい と思つてお ります。また、これによりま して中長期的にかか

わる着実な廃炉、まず第 1と いた しま して2020年 度上半期に初号機の燃料のデブ リの取 り

出 しを目標に着実に進めてまい りたい と思つてございます。

原子力安全の確保につきま しては、まず前NRCの委員長でございますクライン氏を委員長

といた しま して、原子力安全改革監視委員会を設置いた しま した。 ここのもとで新 しい改

革、また、柏崎の設備の強化、ソフ ト面、ハー ド面の対策を行つていくとい うことでござ

いまして、福島 とあわせまして柏崎につきま してもこの成果 を反映 してまい りたい と思つ

てございます。

次に東電の事業運営に対す る計画でございます。まず経営の合理化のための方策でござ

いますが、本文のところ、43ページか らでございますが、46ページをごらんいただきたい

と思います。46ペ ージに上にポンチ絵、下に表が出てございますが、ポンチ絵のところを

見ていただきます と、3.H前 の従来の事業計画に対 しまして、昨年の総合特別事業計画に

おきましては10年間で 3兆 4,000億 円のコス トダウンとい うことで見込んでお りま した。新

たな総合特別事業計画につきま しては、先ほど■■■■ からの御説明にもありま した とお

り、さらに 1兆 4,000億 を深掘 りいた しまして 4兆 8,000億 、おおむね 5兆 円とい う金額で

のコス トダウンを反映 したい と考えてございます。

また、大変恐縮ですが、またA3版のほ うに戻つていただきます。 この次に人事改革 とい

た しま しては、来年夏の異動時期を目途 といた しま して、現在各県に 1つ ございます支店

とい う中間管理的な組織を廃止いた しまして、これの廃止による組織の合理化のメ リッ ト

を人員削減に反映するとい うことで、1,000人規模の希望退職 を進めてまい りたい と考えて

ございます。また、3.Hの ときに50歳 以上であ りました管理職につきましては、基本的に

はポス トオフとい うこととさせていただきま して、約 500人規模で管理職、中核管理者 も含

めまして、これを福島の体制強化に充てるとい うことで考えてございます。

あわせま して先ほど■■■■ か らもお話いただきま した とお り、コス ト削減のインセン

ティブを達成 した場合には、この処遇の改善をあわせて進めさせていただければと考えて

いるところでございます。 これによりま して何 とか若手の自主退職等に歯止めをかけて、



会社の活性化に努めさせていただきたいと考えてございます。

最後に、持続的な再生に向けた収支基盤づ くりでございます。この第 1で ございますが、

ホールディングカンパニー制の導入 とい うことでございます。資料 3-4の 本文でござい

ますが、50ペ ージをごらんいただきたい と思います。50ペ ージの下にホールデ ィングカン

パニー制移行イメージとい うのがございます。左側の ところが本年 4月 か ら実施 してお り

ます社内カンパニー制の概要でございま して、改正電気事業法の内容を念頭に置きま して、

新たな事業ライセンスにフィッ トする形での 3カ ンパニーを既に設立 し、管理会計、KPI

とい うことで、これはセグメン ト会計 とい うことで、四半期報告にも公開 させていただい

てお ります。 3つ のカンパニーは火力発電、送配電、小売でございます。 これを第 2弾 の

電事法改正 とあわせま して全面自由化の実施時期でございます2016年 4月 にさらに進めま

して、持ち株会社ホールディングカンパニー制を導入するとい うことでございます。基本

的には現在の 3カ ンパニーを発展 させ ることで考えてございます。また、その上の持ち株

会社の ところでございますが、賠償、廃炉をや り抜 くとい う観点か ら、基本的には引き続

き廃炉につきま しては持ち株会社の中の廃炉カンパニー部門。そのほかの ところを含めま

して、コーポレー トの部門が持ち株会社に入 るとい うことで考えてございま して、最短で

ございます2016年 4月 とい うことで実施 したいと決意 してございます。

A3版 に戻つていただきます。 この 3つ のカンパニーにつきま しての基本的な今後の 目標

でございます。

まず第 1が燃料火カカンパニーでございます。 こちらにつきま しては今後、包括的なア

ライアンス等によりま して主に高度成長期に東京湾内に設立いた しま した老朽火力、この

1,000万 kWの リプ レイスを早急に進めることが第 1で ございます。あわせましてエ リア外で

の発電所の共同設置、また、現在、当社は2,000万 トンとい う日本最大のLNGの 受入会社で

ございますが、この うちの半量をシェールガス、軽質ガス化 したいとい うことで、これに

よるガスの調達の多様化並びにコス トダウンを図 りたい とい うことでございます。なお、

さらにパー トナー とのアライアンスによりま して、共同調達等によって韓国のKOGAS並 みの

3,500万 トン規模の共同調達 とい う規模 を目指 してまい りたい と考えてございます。そのた

めに上流事業への参画の拡大、燃料、 トレーディングといった機能の強化を図つてまい り

たいと思ってお ります。

2つ 目が送配電部門でございます。 ここにつきま しては引き続 き総括原価主義、規制料

金が継続す るとい うことでございますが、まず第一の使命 といた しま してコス トダウンを

進めてまい りたいと思つてお ります。 もちろん安定供給に支障がない とい うことで、停電

をさせないことを大前提 といた しまして、調達改革等によるコス ト削減を進めてまい りた

いと思つてお ります。

あわせま してネ ッ トワークのスマー ト化 とい うことで、2020年 までに全てのお客様に対

するスマー トメーターの設置を完了し、さらに 1年間の前倒 しも目指 してまい りたいと考

えてございます。

最後に小売部門でございます。小売部門につきま しては、この後、エネルギーコス トの

低減、エ リアを超えた全国に対す る対応 とい うことで、お客様のニーズに応えるとい う基

本方針のもとで、全体 としての福島復興並びに低 コス トなエネルギーサー ビスの提供に努

めてまい りたいと思つてお ります。



具体的な内容 といた しま しては、全国販 売 とい うことで、10年後 を 目指 しま して 100億 kWh

を考 えて ございます。熱源転換 に よる需要の拡大 といた しま しては同様 に2,000億 円。また、

アライアンスを活用 いた しま してスマー トメーター とも連携 した暮 らしのプラ ッ トフォー

ム とい うことでHEMS、 BEMSと の連携 を図つてまい りたい と考 えて ございます。

各論 は私か らは以上で ございます。 よろ しく御審議 のほ うお願 い したい と思います。

○原 田委員長  あ りが と うございま した。

ただいま と村松常務か らの御報告に関 しま して、委員の皆様方か ら御意

見、御質問はございますで しょうか。

○■■■■  2014年度中にALPSに よる浄化をするとい うことをかな り明確に打ち出 してい

るわけですけれ ども、多 くの前提条件があると思 うのですが、この辺の確度について、 ど

うい うふ うに考えてお られますか。

○村松常務 まず現在の能力 といた しま して、ALPSは 750ト ン、1日 の浄化量がございます。

こちらで全体 といた しま して800ト ン中、地下水 として中に入つてお りますのは400ト ンで

ございますので、足 し算、引き算考えます と350ト ンずつは処理ができるとい うことでござ

います。全 3系 列 ございますが、これがフル運転に至ったことがまだないことも踏まえま

して、まず国のほ うか ら御支援 を頂戴いた しまして、国の資金提供によりまして500ト ンと

い うのがさらに増強 されます。また、私 どもといた しま してもさらに安定性を高めるとい

うことで、さらに500ト ンとい うことでございまして、計算上はフルパ ワーにいた します と

1,750ト ン、1日 の流入量の400ト ンに対 しま して1,000ト ンを上回る数字が可能 となつてご

ざいます。

現在30万 トン強がたまつてお りますので、この処理量 とい う計算でまい ります と、来年

度中に何 としても現在たまつてお ります ものを含めて、汚染水を トリチウムだけの形にす

ることを目指 してまい りたい と思つてお ります。

以上でございます。

○■■■■  今、タンクにある汚染水の処理を来年度中に行 うとい うことであつて、炉の

中とかター ビン建屋の中を循環 している水をきれいにするとい うわけではないですね。

○村松常務 おっしやるとお りでございま して、現在たまつてお ります30万 トン強のもの

をきれいに して、順次タンク、 トリチ ウムだけのタンクとい うことで、これに移す とい う

ことでございます。

○■■■■  その辺は明確に定義をして、マスコミが誤解をす る可能性 もあるか と思いま

すので、明確な説明をしたほ うがいいのではないか と思います。

○■■■■  関連でよろしいですか。視察の ときにも質問 したのですけれ ども、まさに ト

リチウムだけが残つて しま う。そ うす ると結局、全体の量 としては変わらないわけです。

だからその トリチウムを実際に除去す る技術 とい うのが今後できるのか。あるいはできな

いときにはどうするのか。

○村松常務 まず、設立 していただきま した IRID、 国際廃炉研究開発機構におきまして、

技術公募を現在いた しているところでございます。 この中にはさらなる トリチウムの除去

技術の提案 とい うものが入つてございまして、ここは既に具体的にヒア リングを行つてや



るとい うことですが、現在、私が聞いているところでございますけれ ども、費用対効果の

ところで残念なが ら今、現時点で起きている中ではローコス トで効果的なものはまだ見出

すに至っていない とい う状況でございます。引き続 き、この研究機関を中心 といた しま し

て技術研究、または世界中か らの提案 を受け入れなが ら、同時並行的に地元の理解等を進

めてまい りたい と思つてお ります。

○原田委員長 いかがでございま しょうか。

○■■■■  各論部分はきちんとお書きになってお られて問題ない と思いますが、送配電

部門は今でも厳 しい行為規制がかかつていて、つなごうとす るすべての事業者 を公平に扱

わなければいけない といつたことがあ ります。 したがいま して、グループ全体の企業価値

の最大化 とい うところがフ リーハ ン ドでは実はないのです。 ここまで手を突っ込んで最大

化 とい うことを言つていると思われると非常に問題にな ります。 この辺は、各論の ところ

ではきちん と書かれておるのですが、総論のところでも書き方を注意 しておいていただけ

ればと思います。

あと、細かい点ですが、これか ら文言については精査 していただ くとい うことですが、

総論骨子の資料 3-2で すが、 3ページの③でガバナンスのあ り方について最初のポツで

すけれ ども、効果的かつ多様な企業ガバナンスによるチェックとい うところで 「多様」 と

い う表現に若干疑間を持ちます。いろんな視点か ら複線的な とい うことなのだろ うと思い

ますが、この辺 も文言を精査 していただければと思います。

もう一つ、文言で気になったのは同 じものの 7ページの⑤の Iの 2番 目のポツで、グル

ープ全体 とい うところですが、関東地域における独 占的な顧客基盤 と優良資産をとい う、

独 占的な顧客基盤が優良資産でこれをどうやつて生かすか とい うことを言われ ると、これ

から競争環境に向かつていくときに何を考えているかとい う感 じにな りますので、こうい

ったところは細かく文言をチェックしていただければと思います。

○原田委員長 今の点はどうですか。

○村松常務 む しろそれをオニプンに活用す るとい うことで、いろいろ御支援 を頂戴いた

しま して、資金調達環境につきま しては改善 してまい ります。現在の総合特別事業計画の

中でも1,000万 kWは 基本的にオープンかつアライアンスで行 うことベースとしてお りま し

て、これを私 どもの基本方針 とい うことで変わ りあ りません。東京湾内の1,000万 kWの 火力

並びにそれに付随するインフラとい うのは非常に優良な資産であ り、これを基本的にはア

ライアンス とい う形でオープンに して、パー トナー とともに全体 としてのコス ト削減、ひ

いてはお客様への料金への反映 とい うことで進めてまい りたい とい うことでございます。

そ うい う趣 旨でございますので、基本的には持つてお ります環境権等 も含 めま した、なか

なか立地が困難な場所でのものをしつか りと提供 して、アライアンスとともにこれをお客

様への還元に資するとい う趣 旨でございます。

○       私か ら若干補足をさせていただければと思います。

言葉づかいにつきま しては■■■■ のおっしゃるとお り十分注意 して、 さらに精査 して

まい りたい と思ってございます。

まず幾つか御指摘のあった ところにつきま して、グループ全体での企業価値の拡大 とい

うところでございますが、送配電部門 とい うのはオープンかつ中立でなければいけないと

い うのは、これはまさにおつ しゃるとお りでございま して、そこの部分で価値拡大を図る



とい うよりも、む しろ完全に自由化 されていく小売であ ります とか発電部門であ ります と

か、そちらのほ うで大胆な施策に取 り組んでいくとい うのが趣旨でございますので、そこ

は書き方に注意 したい と思います。

多様なガバナンスにつきま しては、これは政府によるガバナンスと市場によるガバナン

スとか、そ うい う時間軸で見た ときに多様なとい うところでございますが、おつしやると

お りの ところもございますので、表現は精査 してまい りたい と思います。

最後、独 占的顧客基盤 とい うのが優良資産なのか と言われると、文章の書き方ではあ り

ますが、優良資産 とい うのは自社火力発電などの優良資産 とい う意味であ りまして、そこ

は顧客基盤 とい うところとはかかつていない ところでございますが、確かにここで申し上

げたかったことは自社の独 占的な地位 とい うか、そ うい うものを維持する形 とい うことで

はあ りません。書き方が気になるとい う御指摘か と思いますので、そちらも精査 してまい

りたい と思います。

○■■■■  今の議論 とも少 し関係があると思 うのですが、要は今回のこの新総特の策定

の原点 とい うのは、やは り国が一歩前に出るとい うことがあつて、だから東電 もうんと改

革を進めなさい と。国が一歩前に出るとい うのは、要は国民が全部それを引き受けて認め

ます よとい うことなので、東電の経営改革の努力 とい うのがきちんとこの中に明 らかにな

っていないといけない とい うことだ と思 うのです。

ですか ら今の言葉づかいなども独 占です とか、そ うい う言葉を非常に気をつけなければ

いけない。要は東電がこれまで地域独 占の中で総括原価 とい う、そこの上に立って事業を

経営 してきていたので、ここで責任 と競争の両立 とい うことをあえてここまで書かなけれ

ばいけないわけです。結果 としてその独 占がそのまま幾 ら競争環境を整備 しても維持 され

るのではないかとい う、そこの不安にどれだけきちんと答えられ るかだと思 うのです。

016年 と言 うとあ とわずかでたつた 3年 あるいは2016年 4月 か らとい うと本 当

に間がないのですが、それまでの間に短期的にこう変えます とい うことがこの中にはつき

り入つていない と、全体 として新総特が国民に理解 されないと考えるべきだ と思 うのです。

ですか ら、私は先ほど最後に村松常務の御説明されたカンパニー制度をとると、燃料、

火力部門、送配電、小売 とそれぞれ今まででは考えられないアライアンスの話がある。ガ

ス小売事業の展開です とか、包括アライアンスの開始です とか、非常にいいことがあつて、

せっか くこのカンパニー制を導入するとい うことなので、全体を見ながら、事業を進めて

いかなければいけないのですが、 しか し、それぞれの 3つ の部門が思い切 つた事業展開を

するとい う形、これは今までの東電になかつたことだと思 うのですが、それをはつきりと

計画の中で読み とれ るようなものになっていない といけない と思 うのです。ですか ら、そ

うい う覚悟 と努力について短期的なものをこの中に明 らかにする。そ して、その決意を表

明することで先を見せていく。私は若い人たちがこの会社の将来に希望を持つて働いても

らわない といけないので、 うん とコス トカ ッ トはするのですが、特に若い人たちにはそれ

を少 し戻す ようなこともない と。会社で働いている人たちの士気だ とか希望が見えないの

で、私はぜひそれを実現 してあげたいなと思 うのですが、だか らこそかつての独 占だとか

そ うい う言葉づかいにも注意する。そ うい う大きな改革をしつか りとや り遂げなければい
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けない とい う、その思いをこの計画にもはつき りと書き出 して、そ して宣言 してほ しい と

思つています。

○村松常務 あ りが とうございま した。

補足をさせていただきます と、資料 3-1の 裏側 を見ていただきます と 3年 間のアクシ

ョンプランの骨子が出てございま して、ここの中に、まさにおつしゃるとお りでございま

して、2016年 度は 2つ の大きな節 目があると思つてお ります。

弊社の経営改革の状況に対する御評価をいただくとい うことと、全面自由化並びにホー

ルディングカンパニー制の導入 とい うことでございますので、この 3年 間につきま しては、

この後 さらに 3月 末までの間により深掘 りいた しま したアクションプランとい う形で具体

的な数値 目標を明確に設定するとい うことで、最終的に実行計画の実施であ ります来年の

4月 1日 前までにはそれをしっか りとお示 しするとい うことでございます。

また、若干説明を省略 させていただきま したが、2016年 度につきま しては相 当数量等に

つきま してコミッ トす る形での 目標 を提示 させていただいてお ります。

○■■■■  ぜひ数値 をはっきりと入れて、それがきちん と外側に伝わるように、アクシ

ョンプランをきちん とつ くっていただきたいと思います。

○■■■■  いろいろ細かい点についての疑間 とか意見はあるかもしれませんが、全体 と

しては非常に真摯に書けているなとい うふ うに思いま した。

ただ、こうい うことを感 じま した。 1つ は事故対応 とい うか責任に関す る部分はどうし

てもや らなければいけないこととして、財源的な、資金的な裏づけも伴って書かれている

と思います し、この線に沿つてやつていただ くとい うことなのだと思います。

一方、競争 とい うかこれか らの新生東電。活力ある企業 として存在 していくとい う部分

については、正直言つて書かれてあるとお りできればいいな と。 しか し、実際に競争が厳

しくなる中で、 とい うかいろんな規制が外れていく中で、本当にできるのだろ うか とい う

ことについては非常に厳 しく言えば若干絵に描いた餅的な部分 もあるかな とい うことだ と

思います。 しか し、書かれた線に沿つて実施 していくほかはない とい うこと。恐 らくこの

成否はいろいろな政府な りのサポー トも必要かもしれませんけれ ども、優れて経営陣 と社

員の努力にかかって くると思います。 したがって、非常に士気の高い社員 と高いモラルの

経営陣が必要だ とい うことが紙に書かれた計画以上に求められるのだとい うことを強 く感

じました。

1つ質問 として、燃料火力の部分については包括アライアンスとい うのがキーであ り、
これは来年度中に選定するとい うことなので しょうが、どうい うイメージのパー トナーが

考えられているのか。私はこの分野は素人なもので、差 し支えない範囲でイメージだけで

も教えていただければと思います。

以上です。

○      具体的なイメージはここに総論的に書いてお りますが、端的に言 うと他電

力、ガス、石油も含めた企業 と、主 として最初は燃料調達の ところか ら、単に共同購入す

るとい うだけではなくて、迅速な意思決定や投資決定を行い、戦略的な燃料調達、上流投

資が可能な体制をつ くれるか どうか。加えて、火力発電所の リプ レイスの ときにも、湾内

ガス火力の複数戦略地点をパ ッケージで開発できる体制をつ くれるか どうか。そ うい う全

体パ ッケージがつ くれ るか とい うことを、今考えてお りますが、今回この特別事業計画を
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出 して、その後 ど うい うパー トナー とどうや つてや るか とい うの を早急 に詰 めてい く段階

に進む と思い ます。

:T長 き1111:淋 も
…

役 状

… …

蒟 嘲

…各論についてはまた改めて精査 させていただきたい と思 うのですけれ ども、各論は比較的

完成度高 く、内容が充実 している印象は全体 としてあ ります。ただ し、全体 としては、私

の感想 としてはもうひ と頑張 りかなとい うところがあ ります。先ほど2016年 の話が出ま し

たけれ ども、2016年 の書きぶ りが非常に重要だと思つてお ります。キーワー ドになるのが

資料 3-2で す と、 5ページのところに2016年 度か らとい うことで、責任 と競争に関す る

経営評価 とい う項 目がございます。経営評価 をするとい うふ うになつていて、その経営評

価の基準、項 目については2013年 度中に定めるとなつてお ります。

そ うす ると、経営評価の中身がよくわか らない とい うところがまだまだあるのですが、

キーワー ドは責任 と競争 とい うことにな ります。責任 と競争つて何だ とい うと、 3ページ

の ところに責任 と競争の両立 とい う話が出て くるのですが、これ も文章 としてはそ うかな

と思 うけれ ども、内容的にもつと噛み砕 くとどうい うことなのだろ うか と。キーワー ドと

して賠償 と廃止措置、安定供給、私は廃炉 とい う言葉のほ うがいいかな と思つていますが、

賠償、廃炉、安定供給 とい うキーワー ドを 3つつ くつていますね。 これは責任にかかわる

部分で、今回の事故に関 しては、賠償 と廃炉については、後処理の問題 を最後まできちん

とや る。安定供給の部分は電力会社の当然の責任たる公益的な事業 としてコアなものです

か ら、過去か ら未来にずつと向かつて、まさに堅実にキープ していかなければいけない責

任の部分なのだろ うと思 うのです。

それは責任の話なのだろ うと思いますが、従前、競争がない中でそ うい うことをやつて

きたわけで、そ うす ると競争の話 とい うのは新規の要素 とな ります。先ほども話が出てい

ましたけれ ども、これか ら電力業界が変わつてきて、競争の条件が入れ られて、エネルギ

ー基本計画もできて とい うことで、電カシステム改革がだんだん進んでいく。今後の見通

しとしては、そ うい う新 しい環境の中で持続的に収益が確保できるような新 しい要素を入

れていかなければいけないとい う話なのだろ うと私な りに理解 しています。そ うす ると、

それが今ひ とつ読み取れない とい うのが、責任 と競争の中身について思 うところです。

そ うすると、これは計画なので、要するに現時点で将来を見通 して どうするか とい う話

です。 この資料の 1ページ、 2ページのあた りだ と思 うのですけれ ども、 (2)で総特策

定後の事業環境の変化 とい うのは現時点までのところが書いてあるのですが、今後 どうい

うふ うに電力業界が変わつていくのか とい う部分について記載が必要なのではないか。外

的な環境変化 といいましょうか、制度的に大きく変わっていくわけですので、そこも本当

に確実に変わるか どうかとい う問題も含めて、見通 しとしてこうい うふ うに大きく劇的に

変わつていくのだろ うとい うのを (2)～ (4)の どこかの間にできれば 1項 目起 こした

ほ うがいいのではないかと思います。そ うい う中で東電 自体も 1つ の民間会社 として伍 し

ていかなければいけない し、競争に合わせた収益構造をきちん と再構築す る、新 しくつ く

ってい くとい うことだ と思います。そ うい う構図が出てくるといいのかなと思つています。

それでついでに言 うと4ページですけれ ども、②でやは り責任 と競争を両立す るための

ホールデ ィング市1と い う話があつて、何でこれがそ うい うふ うになるのか とい うつなが り



が今ひ とつよくわか らないのです。 もう少 しわか りやす く書いていただけるとよいかと。

何で責任 と競争を両立するためにホールデ ィング制になるのか とい うところが読み とれる

といいように思います。

それで、重要な点は、 5ペ ージロの ところにもう一回戻るのですが、責任 と競争に関す

る経営評価の中身が余 り具体的にはつき りしていない とい うのが 3)①の ところです。そ

れは、責任 と競争 とい う概念 自体をちゃん と項 目が設定できるような形で、それ こそ深掘

りして具体的に書かないと、一体何を評価するのか とい うことが読み取れない。審査基準

になるような基本的な方針ない し方向性みたいなものが書かれない とまずいだろ うと思い

ます。

そのことと関係 しているのですが、電カシステム改革の話 と②で一時的公的管理の早期

終結 とい うことなのですが、私は終結 とい う言葉を使 うのはよろしくないと思います。 当

然に終結す るわけではないのです。今のところまだブ レークダウンし切れていない経営評

価の評価 を受けた上で、自立的に活動できるのではないか とい うことであるならば、よう

や くそこで公的管理か ら脱却 してよろ しいのだとい うことになるはずです。そ うすると、
「なお」 とい うことで経営評価によつては期限延長 もあ り得ることが書いてあるのですけ

れ ども、原則終了ではないはずですので、 「なお」ではないはずです。環境が変わった中

でちゃん とやっていけるかどうかをきっち り評価できた ら終了するとなる。いわば、結果

論なのです。

最初か ら大丈夫だろ うとい う感 じのニュアンスで書かれ ると、それは違 うだろ うとい う

話にな ります。そこはやは り事故にコミッ トしたとい うか、事故の大いなる原因 となった

会社 としてそ う簡単にはみそぎは済まないので、そこの部分のニュアンスがむ しろ出ない

と、なかなか理解は得 られないと私は思います。ぜひ御検討をいただきたいと思います。

○原 田委員長 この点はむ しろ機構か ら言つていただけますか。

○      まず新 しい電力業界のあ り方の記述は工夫をいた します。規制で産業のあ

り方の全ては決まらないと思っていま して、最大プ レイヤーたる東京電力がどうい う形の

事業展開を図るのかによって市場の構造が決まる部分 も大きいと思つています。

したがつて、今回はそ うい う意味で規制の変化を最大限に生か して変わっていくとい う

例を示 しています。外的な環境がこうい うふ うに変わる、それはむ しろ東京電力 自身がこ

うやって変わっていくことであるとい う形 と御理解いただきたいと思います。書き方につ

いては当然工夫いた します。

○■■■■  余 り手前味噌にならないように書 くとい うか、そこをお願い したい とい うこ

とです。

O      手前味噌にならないように努力いたします。

それから、評価軸でございますけれ ども、先ほど村松常務からお話のあった 3月 にアク

ションプランを東京電力は別途出す とい うお話がありまして、それは今回の総特を具体化

して、細かい数量目標を分野ごとに入れたものが出てきます。それも踏まえた形で評価の

テーブルをつくっていこうと思つていますので、む しろ今回は評価の軸として例えばごら

んの 5ペ ージ、 6ペ ージにあるような、これはまだイメージでございますけれ ども、具体

的に総合特別事業計画で、この 3年 間にはとにかくこれをしてほしいとい う話をある程度

書き込んで、評価の項 目、基準の少なくとも相当な枠組みはわかるという形にしたいと思



います。

一時的公的管理につきましては、

す。その点は御理解いただ

間を限つて一時的に公的管理をしようとい うことになつていま

きたい と思います。

これは、会社の社員に対 しても非常に強いメッ

セージだ と思つているので、この点については運営委員の方か らもぜひ御意見をいただき

たいと思います。

○原田委員長 ■■■■が言われた事業環境の変化をこれか らどう見るのかとい う点 とか

■■■■か らかな り厳 しい、絵に描いた餅にな りかねないとい う話 もあ りました。事業環

境の変化の中で国の立場 といいますか、国 と事業会社の関係は今後 どうなつていくかとい

うことにかかわつて くる問題です。 1つ は■■■■ がおっしゃられたように、新エネルギ

ー計画がどうなっていくのか。

一方で、2016年 とい うのは、地球環境の問題でCOP19に 対する対応がより厳 しく表に出て

くるような状況です。日本国内の中で競争原理を働かせていくことと整合性 をとりながら、

エネルギー産業の公的な責任 といいますか、公益性をどうとらえるか。事業環境の変化 と

い う点は様々な面について検討 しなければならない。それを今す ぐやることは難 しいと思

いますけれ ども、そ うい うことをにらみなが らこの問題を考えていかなければならないの

ではないか思います。

○■■■■  質問 と、今の委員長の御発言を踏まえての私の意見です。

まず質問は、新総特の50ペ ージの2016年 以降の持ち株会社の形態なのですけれ ども、要

するにこの持ち株会社の形態は純粋持ち株会社ではなくて事業持ち株会社になつている。

これは意味があると思 うのですけれ ども、このところの説明を しつか りや る必要がある。

それがこれからの東電改革あるいは福島復興に大きな意味があるんだよとい う、説明をぜ

ひ しつか りやつていただきたい。

先ほども村松 さんか ら説明があつたのですけれ ども、もう一回この事業持ち株会社に し

たとい う意味 とい うか、意義を御説明 していただきたいとい うのが質問の第 1点です。

あと、今回の新総特を読みまして、最初の うちはこれは大変だなと。福島の復興の中で

相当厳 しい十字架を背負わされなが らやつていくんだなとい うふ うに思つていたのですけ

れ ども、最後まで読んでいくと率直に言つてこれをしつか りや るとい う前提で言えば■■

2035年 まで、20年 先までやることがこれだけ、 山積 してい る企業はないで

す よ。だか らそ うい う意味ではす ごくチャレンジング。そのためにも2016年 までの間の身

を切る経営改革 とい うのが、やは り運営委員の皆 さんがおつ しやつたように、これがもの

新生東電の将来 とい うのはす ごく レンジングである。

営改革をや る中で言 うと、本当に外的環境だ とかいろいろな競争の激化だ とかい う中で、
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す ごく重要になつて くるだろ うと。希望退職 もそ うです し、あるいは50歳 のポス トオフも

含めて、この辺 も運用は しつか りやつていただかない と、本来、東電に残 るべき有意な人

材が流出 して しま うとい うことにもな りかねない。やは り2016年 までの身を切 る経営改革

とい うものをしつか りやつていくとい うこと。 この中で安易な電気料金の値上げとい うの

はぜひ回避 していただきたい。そのためには原発の再稼働 とい うのも前提なので しょうけ

れ ども、2016年 までの 3カ 年で身を切 る経営改革 と将来に向けての2035年 までの経営改革

の道筋を しつか りと立てられ るか。 ここが勝負だ と思います。

○村松常務 あ りが とうございます。

今の事業持ち株会社でございますけれ ども、これがまさに責任 と競争の両立 とい うこと

でございます。持ち株会社、親会社につきま しては、東京電力 として再生の原点は福島に

あるとい うことと、福島第一の廃炉、安定化につきま して当事者 としても責任 を貫徹する

とい うこと。 これを含めま して持ち株会社の中に廃炉事業、それか ら、原子力につきま し

ては原子力発電事業 とい うことで、まさに原子力損害賠償法上の賠償責任を負っている部

門でございます。 これをきちん と親会社、持ち株会社に置 くとい うことで、これを持ち株

会社を事業会社 とす る理由でございます。

競争 とい うことでございますけれ ども、これにつきま しては非持ち株会社、子会社、持

ち株会社のより自由で、なおかつアグレッシブな活動ができるとい う観点か らこれをする。

あわせま して、これは■■■■ か らお話がございま した とお り送配電事業 とい うことで、

これは引き続き自然独 占が継続す るとい うことでございますので、これ と競争部門につい

て明確に分けるとい うことでございます。

この中でも幾つか出てまい りま したけれ ども、チャレンジングとい う意味ではまず 1,000

万kWと い う湾内の最新鋭火力に リプ レイスされたときには相当の高い価値を持つものだ と

思つてお りますが、これはSPCを 組成す ることによつて、その出資に見合ったところにつき

ま しては電力の販売権、また場合によつては燃料の調達につきま してもいろいろな形での

アライアンスとい うことで、パー トナーによつてなると思つてお りま して、これを全体 と

しての改革の前提に置 くとい うことでございます。 これを関東地方をオープンにす ること

によつて、事業 としてのエ レク トリック&ガ スをボーダー レスで進めさせていただ く。そ

のメリッ トは自らの企業価値 を高めるとともに、お客様、それか ら、全体 としての企業価

値の向上によつて、ひいては国が保有 されてお ります株式の倍額の ときの、それが結果 と

して株価に反映 され るとい うことで、少 しでもそれが国民負担の抑制に努めればとい うの

が基本的な考え方でございます。そ うした観点か ら事業持ち株会社 とい うことを考えてご

ざいます。

以上でございます。

○      東京電力の再建計画もルールが全部決まった上でつ くるのが一番きれいな

形なのでございますけれ ども、生物である会社の現実から言 うと、今年の冬の段階で国に

は一歩前に出てもらって、事業計画を東京電力 として発表することと思つてお ります。

今の関係でまさに■■■■ がおっ しゃった とお りのことだ と思 うのですが、
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こそ先ほどお話があ りました2016年 にみそぎが済んだよ うな形にとられると一番まずいも

のですから、 3月 までに具体的なアクションプランをきちん と決める。その際、そこはき

ちんと数字なども見て本当に大丈夫なのかが、非常に重要にな ります。それに耐え得るよ

うなものをきちん と中で考え、ぜひ出 してほ しいと思います。

○村松常務 その関係で 1点 だけ。我々として本当に最大限の努力を払つて、この 3年間

進めてまい ります。現在、昨年石油で1,000万 klの 消費をいた しま した。今年度は新 しく石

炭火力が 2つ できたこともございまして、この半分 ぐらいになる。まだ石油火力の燃料費

はLNGに 比べます と大体1.5倍 のお値段でございまして、今の湾内の高度成長期で古い、40

年以上過ぎたLNGの 初期の火力でございますけれ ども、これはまだ石油に比べると安い。こ

の計画の中では順次運転再開をす るとい うことで リプ レイスが円滑に進む とい うことでご

ざいま して、そこが非常に我々として気がか りでございます。

基本的にはスクラップ・アン ド・ ビル ドではなくて、できるところは例えばビル ド・ア

ン ド・スクラップにす る。敷地の中のペースを使ってぎ りぎ りまで運転をさせておいて変

えるとか、いろんなことをやってまい ります。

○■■■■ ありがとうございます。2つあります。

けですか ら、これに対 しては丁寧に対応 していく。 この ところは しつか りと記載す ること

ことが大事かなと思います。

もう一つは、前のほ うの28ページ、29ペ ージあた りなのですが、先端廃炉技術グローバ

ル拠点構想のところに福島復興本社等々あるのですけれ ども、28ページ、29ペ ージのロボ

ッ トとか分析センター とい うのは多分、東電がつ くるものではない と思 うのです。私の理

解では」AEAが つ くるものですね。だか らそ うい うふ うなところは明確にしておいたほ うが

いいのかな と思います。 もちろんそ うい うことと連携す ることは大事なのです。

同時にまた32ページに廃炉資料館等 とあるのですが、最近の中間貯蔵施設について明 日、

復興大臣と関係大臣が福島県知事に説明されるのですけれ ども、地元か ら見れば最終段階、

エン ドステー トはどうなのだろ うかと気にしているのです。 こうい うふ うなものも東電 と

しても、丁寧に地元の人の意見を聞いた りしていかない といけない。また、同時に復興庁

とか環境省 ともよく意見交換 していただけた らと思います。

以上です。

○      国が認可する総合特別事業計画の中で何を前提 とす るのか とい うのは政策

とかかわると思ってお りまして、それは先ほどの■■■■おっしゃられた点も念頭に置い

て、相談 していきたい と思つてお ります。

○■■■■  全体の論点にかかわると思 うのですけれ ども、この事業計画 自体が誰に向け

られたものなのか とい うあた りを常に確認 しなが らいくことが重要だ と思 うのです。まさ

に機構 と東電で一緒につ くるとい うことで、1つ は先ほど■■■■おっしゃられたよ うに、

しても 6、 7の 適合申請 を行つたわ
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電力会社において働いている人たちに希望を与えるとい う面はもちろん非常に重要なこと

で、そのこと自体は否定するものでは全 くないのです。ただ、一方で国難 とい う表現もし

ているわけで、それに対 してどのように対応 してい くのかについて、国民が注視 している

計画です。国民の大きな理解の中で初めて正当性を持つて進めていくことができることに

な ります。そ うだ とす ると 1つは再稼働の話でそ うなのですけれ ども、自治体 とか関係住

民の理解を得なが らやつていくとい う話が、原子力法制の中では基本的に落ちているので

す。その点を、私は大変問題だと思っているのですけれ ども、だか ら、そ うい うことも含

めてちゃん と正当に位置づけた上で、きちん と手順 を踏んで、明示的な正当性 を獲得 した

うえで原子力発電所 も存続すべきであると考えるものです。その再稼働云々の話について

は単に技術的な問題のみならず、社会科学的な観点からの正統性 とい うことも両方視野に

入れた上で本来や らなければいけない。それが第 1点です。

先ほどの話に戻ると、一時的公的管理の終結の話については、そ うは言つても光明を与

えることについて私 もその必要性はあると思つているのですが、ただ、国民の 目か ら見る

と書きぶ りが会社寄 りなのです。例えば26年 度の評価において一定の進展が評価 された ら

終了すると決め打ちで書いてあって、それは、その時点で少 しは進展するに決まっている

のですか ら、では終了するのかとい うふ うに、文章の書き方にニュアンスがあらわれてお

ります。他方で具体的に何をやめるのか とい う点については具体的に 3つ も書いてある。

その前に何がどう進展 した らそ うなるのか とい うことをちゃん と書かない と、 とても承認

できない。光明の見え方 とい うのはいろいろな工夫があ り得 ると思いますので、国民にそ

うい う深い理解をしていただ くとい うことをまず大前提にして、光明を与える。そこが知

恵の絞 りどころです。ぜひ文章力を発揮 していただいて、大事なことだと思 うので、その

ようにお願いをしたい と思います。

以上です。

○原 田委員長 大変 ごもつともな御意見だ と思います。機構の事務局の皆 さんも非常に努

力 していただいていると思いますけれ ども、運営委員会における様々な意見をきちんと反

映 していただきたく思います。最終的に私は運営委員会の役割は、国費を投入 して、国が

責任を持って前へ出ているわけですか ら、国民に対 してきちん とこれで納得 してもらえる

だろうか とい う視点か らのチェックにあると思つています。

本当にお忙 しい中や りくりしていただいてお りますので、予定 どお りこの質疑応答はこ

れで終わ らせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますで しょうか。

(「異議な し」 と声あ り)

○原田委員長 それでは、一旦ここで終了 させていただきま して、本 国いただきま した貴

重な御意見を踏まえて、引き続 き東電 と機構事務局におかれては互いに連携いた しまして、

策定を進めていただきたい と思います。

それでは、本 日の議事は以上にな りますが、今回の運営委員の議事録については事務局

にて作成 し、後 日、委員の皆 さんに確認 していただいた上で確定いた しますけれ ども、議

事録の取 り扱いは非公表でございますので、またその点について御配慮を願います。

マスコミの皆 さんはある 1つ の視点をもつていろいろ取 り上げていって、それがまたい

ろんな波紋を持つ とい うことはあ り得 るので、ぜひ委員の我々としても協力 して、きちん

とした機密のもとでやってまい りたい と思います。
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事務局か ら御連絡がございますが、      、よろしくお願いいた します。

○       今、委員長か ら機密の話がございま したけれ ども、再度、私か らお願い

したい と思います。

こうい う時期でございますので、報道機関等がかな り計画の中身について関心を持って

お ります。そ うい う意味で機密の情報管理をしつか りさせていただきたい と思ってお りま

して、まことに申しわけないですけれ ども、今回につきま してもまたいろいろ皆様の意見

がございま したので、修正す る点も多々ございますので、資料でございますけれ ども、今

回、片括弧で要回収 となっている一連の資料、資料 3のナンバーが付 してございますが、

この資料につきま して会議後、本文を含めま して回収 とさせていただきたいと思つていま

す。そのまま席上に置いていただければと存 じますので、よろしくお願いいた します。

○原 田委員長  それでは、本 日はどうもあ りが とうございま した。
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